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同上

改善命令及び一時停止命令（有害物質使用特定施設等に係る構造基準を遵守していない場合）

水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が、当該有害
物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構
造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守していないと認めるときは、期限
を定めて当該施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善を命じ、又は当該施設の使用の一時停止を命ずる
ことがあります。

水質汚濁防止法第13条の３

有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が、当該有害物質使用
特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備
及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守していないと認めるとき。

有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で
定める基準とは、水質汚濁防止法施行規則第８条の３から第８条の７までに定める基準で別紙のとおり。


